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社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）＜抄＞ 

 

（目的） 

第１条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉

を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉

（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保

及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的と

する。 

 

（福祉サービスの基本的理念） 

第３条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身と

もに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支

援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。 

 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以

下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を

構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会

が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯

が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態

若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関

する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要

とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の

課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機

関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとす

る。 

 

（福祉サービスの提供の原則） 

第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利

用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、か

つ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、

これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。 

 

【資料１】 
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（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

第６条 （略） 

２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携等によりそ

の解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう

努めなければならない。 

 

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務） 

第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの（市町

村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に

資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住

民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性

を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活

課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。 

一 児童福祉法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第１０条の２に規

定する拠点において同条に規定する支援を行う事業 

二 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２２条第１項に規定する母子健康包括支援センタ

ーを経営する事業 

三 介護保険法第１１５条の４５第２項第１号に掲げる事業 

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第１項第３号に掲げ

る事業 

五 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条第１号に掲げる事業 

 

（包括的な支援体制の整備） 

第１０６条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援

関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資す

る支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相

互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が

地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供

及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に

関する事業 
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三 生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他

の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資す

る支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業 

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指

針を公表するものとする。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組

むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第１項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民

等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよ

う努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第１０８条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見

地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下

「都道府県地域福祉支援計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組

むべき事項 

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤

整備に関する事項 

五 市町村による第１０６条の３第１項各号に掲げる事業の実施の支援に関する事項 
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２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう

努めるものとする。 

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更す

るものとする。 
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本県の地域福祉を取り巻く状況（データ） 

 

◆人口構造の推移と今後の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

◆出生数と合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：厚生労働省「人口動態統計」 

   ※合計特殊出生率：一人の女性が一生に産む子どもの平均の数  

【資料２】 
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◆一般世帯総数と一世帯当たり人数の推移と今後の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」 

      ※一般世帯：住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者、世帯と住居を共にし、

別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者、会社・団体・商店・官公庁な

どの寄宿舎・独身寮などに居住している単身者のこと 

 

◆一般世帯の家族類型別構成割合の推移と今後の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」 
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◆高齢世帯の推移と今後の推計 

 

   資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」 

   ※高齢世帯：世帯主の年齢が６５歳以上の世帯 

 

◆障がい者数の推移 

 

資料：島根県立心と体の相談センター「業務概要」 

※各手帳所持者数：各年度末に有効期間を有するものの数 

  

13.4 

16.4 

19.1 

21.0 

22.5 

25.2 

27.8 
28.9 29.4 29.7 

9.2 

11.7 

14.7 

17.3 

19.6 

22.8 

24.9 
25.7 

26.6 

28.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

20

40

60

80

100

120

140

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035年

一般世帯総数に

占める高齢単

身・高齢夫婦の

みの世帯割合

（島根県）

一般世帯総数に

占める高齢単

身・高齢夫婦の

みの世帯割合

（全国）

千世帯 ％

確定値 推計値

その他高齢世帯

数（島根県）

高齢夫婦世帯数

（島根県）

高齢単身世帯数

（島根県）

2,965 3,221 3,051 3,298 3,571 3,773 3,997 4,228 4,581 4,813 5,582 6,004 6,369

5,682 5,890 6,022 6,239 6,418 6,397 6,567 6,755 6,884 7,051 7,207 7,394 7,491

38,943 39,256 39,365 39,604 39,660 39,239 38,968 38,911 38,498 38,428 37,927 37,498
36,014

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016年度

人

精神障害者保健福祉手帳所持者数 療育手帳所持者数 身体障害者手帳所持者数

（島根県） （島根県） （島根県）



- 26 - 
 

4.45 4.67 
5.16 

5.69 
6.18 

7.05 
7.72 

8.57 
9.04 

9.93 
10.65 

11.36 

12.33 

13.25 

13.54 
14.24 14.54 

14.62 14.68 

6.57 
7.15 

7.94 

8.85 

9.72 

10.74 

11.85 

12.76 
13.20 

13.58 13.75 
13.93 

14.51 
15.28 

15.58 15.64 15.42 15.39 15.23 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

要保護児童生徒数（島根県） 準要保護児童生徒数（島根県）

就学援助率（島根県） 就学援助率（全国）

千人 ％

年度

◆要保護及び準要保護児童生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：文部科学省「要保護及び準要保護児童生徒数」 

      ※要保護児童生徒数：生活保護法第６条第２項に規定する要保護者の人数 

      ※準要保護児童生徒数：各市町村教育委員会が要保護者に準じる程度に困窮していると認定した人数 

      ※就学援助率：公立小中学校児童生徒数の総数に占める就学援助受給者の割合 

 

◆日常生活自立支援事業の利用件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：島根県社会福祉協議会調べ  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

認知症高齢者 27 71 102 132 148 173 182 192 174 173 171 172 183 199 209 220 193 189

知的障がい者 14 36 62 84 117 143 152 165 180 193 201 205 207 220 238 249 274 289

精神障がい者 5 15 28 49 64 96 120 144 162 164 168 187 200 221 230 239 245 257

その他 0 0 0 3 5 7 8 8 10 12 11 11 11 14 13 15 16 20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

利
用
件
数
（
島
根
県
）

件

年度



- 27 - 
 

◆成年後見関係事件の新受件数の推移 

 

   資料：裁判所司法統計「第９表家事審判・調停事件の事件別新受件数」 

 

◆法定後見申立て件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」 

      ※市町村長による申立て：身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者、知的障がい者、

精神障がい者の方の保護・支援を図るため、市町村長には法定後見（後見・保佐・補助）開始の審判の申立権

が与えられている  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

任意後見監督人の選任 0 1 0 2 1 4 1 2 6 9 4 2 8 5 10 2 6

補助開始の審判・取消しなど 11 0 10 9 2 29 18 17 4 11 15 8 22 29 7 21 10

保佐開始の審判・取消しなど 5 10 33 47 37 61 24 46 73 57 53 72 70 90 76 63 87

後見開始の審判及びその取消し 37 71 90 230 266 290 377 195 209 198 185 188 211 200 156 153 154
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件数 総数に占める割合 件数 総数に占める割合

2014年 224 55 24.6% 34,174 5,592 16.4%

2015年 165 39 23.6% 34,623 5,993 17.3%

2016年 200 40 20.0% 34,429 6,466 18.8%

2017年 231 65 28.1% 35,486 7,037 19.8%

うち市町村長申立て
島根県
総数

全国
総数

うち市区町村長申立て
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◆刑法犯 検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：警察庁「犯罪統計」、島根県警察調べ 

      ※再犯者：刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再

び検挙された者をいう。 

      ※再犯者率：刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。 

 

◆自死者数及び自殺死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：厚生労働省「人口動態統計」 

      ※自殺死亡率：人口１０万人当たりの自殺者数 
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市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項 

 

 地域福祉計画に盛り込むべき事項として、社会福祉法上、次の①～⑤の事項が掲げられています。

厚生労働省が示したガイドラインには、各事項についてその趣旨を斟酌した具体的な内容が以下のと

おり示されています。 

 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項 

ア 様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外の様々な分野（まちお

こし、商工、農林水産、土木、防犯・防災、社会教育、環境、交通、都市計画等）との連携に関す

る事項 

 ・地域の活性化に寄与しながら地域生活課題の解決にも同時に資する取組等 

イ 高齢、障害、子ども・子育て等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野に関する事項 

 ・地域の課題や資源の状況等に応じて、重点的に予算や人材等を配分していく分野や施策 

ウ 制度の狭間の課題への対応の在り方 

 

・既存の制度に明確に位置付けられていないが、何らかの支援が必要である、いわゆる「制度の狭間の

課題」への対応の在り方（ひきこもり、サービス利用拒否等の制度の狭間の課題を有する者を発見す

る機能の充実、ソーシャルワーク体制の整備、近隣の地域住民や訪問機会のある事業者等の活動の

充実・支援、支援関係機関間の連携体制の整備等） 

エ 生活困窮者のような各分野横断的に関係する者に対応できる体制 

 

・生活困窮者、社会的孤立状態にある者又は表出されていない課題も含めて複合化した課題を有する

者に対する相談支援体制の在り方や、生活困窮者自立支援制度を実施していない町村における生活

困窮者自立支援方策（生活困窮者の早期把握と生活困窮者を受け止める一次窓口としての機能、町

村としての独自施策との連携支援、就労訓練、就労の場の開拓や創出等、地域づくりに関する取組

等） 

オ 共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開 

 

・利用者の支援や生活の質の向上に資するために、(ｱ)「地域の実情に合った総合的な福祉サービスの

提供に向けたガイドライン」（２０１６年（平成２８年）３月）等を参考にしながら高齢、障害、子

ども・子育て等の福祉サービスを総合的に提供したり、多機能型のサービスを提供することや、(ｲ)

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５２

号）による、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを利用しやすくなる共生型サービスの整

備、さらには、（ｳ）農園において障害者や認知症の高齢者等が活躍したり、福祉サービスを組み合

わせ、就労継続支援事業等を活用し多くの地域住民が利用するレストランを開く等、世代を超えた

つながりと役割を生み出し得る共生の場の整備等 

カ 居住に課題を抱える者への横断的な支援の在り方 

 

・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第１１２号）の一部

改正を踏まえ、生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち、生活や住宅に配慮を

要する者の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係る取組の在り方に関し、地域福祉として一

体的に展開することが望ましい事項 

  

【資料３】 
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キ 就労に困難を抱える者への横断的な支援の在り方 

 
・生活困窮者、高齢者、障害者、ひとり親家庭等のうち、就労に困難を抱える者について、段階に応じ

た適切な支援の在り方 

ク 自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方 

 

・自殺対策と各福祉分野（高齢、障害、子ども・子育て、生活困窮者支援等）に共通して求められる、

状態が深刻化する前の早期発見のための地域づくりや、誰もが立ち寄れる居場所づくり、複合的課

題に対応するためのネットワークづくり等の取組に関し、地域福祉として自殺対策と一体的に実施

することが望ましい事項（自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）に規定される市町村自殺対策

計画との調和に配慮しながら、各福祉分野の施策を展開することにより、自殺対策の効果的・効率的

な推進が期待できる） 

ケ 市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、地域づ

くりの観点も踏まえた権利擁護の在り方 

 

・認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者への権利擁護支援のための地域連携ネッ

トワークの構築やその中核となる機関の在り方、権利擁護支援の担い手としての市民後見人等の育

成や親族後見人も含めた活動支援の在り方、日常生活自立支援事業の対象とはならないものの判断

能力に不安があり金銭管理が必要な者や、身元保証人が存在していないために生活等に困難を抱え

ている者への支援の在り方（成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）に

規定される市町村計画と一体的なものとすることも考えられる） 

コ 高齢者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対応や、家庭内で虐待を行った養護者又は保護

者が抱えている課題にも着目した支援の在り方 

 

・高齢者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対応の在り方、さらには家庭内で虐待を行った者を

加害者としてのみ捉えるのではなく養護者又は保護者として支援することや、起こり得る虐待への

予防策の在り方 

サ 保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰支援の在り方 

 

・再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）の成立を踏まえ、高齢者又は障害者

等をはじめ、保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等に対し、必要な保健医療・福祉サ

ービス、住まい、就労、その他生活困窮への支援等を適切に提供し、かつ、これら地域での生活を可

能とするための施策を総合的に推進するための方策及び体制に関し、地域福祉として一体的に展開

することが望ましい事項 

シ 地域住民等が集う拠点の整備や既存施設等の活用 

 

・課題を抱えた者だけでなく、誰もがいつでも気軽に立ち寄ることができる居場所や、地域住民や専門

職の話し合いを通じて新たな活動が生まれることが期待できる地域の拠点の整備（既存施設等の活

用も含む） 

ス 地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進める

ための圏域と、各福祉分野の圏域や福祉以外の分野の圏域との関係の整理 

 
・高齢者、障害者、子ども・子育て等の各種計画で定める圏域や福祉以外の分野で定める圏域、地域住

民等が主体的に地域生活課題の解決に取り組むことが可能となる圏域等についての関係の整理 
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セ 地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起も視野に入れた寄附や共同募金

等の取組の推進 

 

・地域住民等が主体的に地域の課題を解決していく際には、その財源についても考える必要があるた

め、公的財源のみならず、共同募金によるテーマ型募金や市町村共同募金委員会の活用・推進、クラ

ウドファンディングやＳＩＢ（ソーシャル・インパクト・ボンド）、ふるさと納税、社会福祉法人に

よる地域における公益的な取組や企業の社会貢献活動との協働等の取組 

ソ 地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した連

携体制 

 
・事業の効果、効率性や対象者の生活の質を高めることを目的とした、地域づくりに資する複数の事業

の一体的実施、具体的な財源の在り方や連携体制 

タ 全庁的な体制整備 

 
・地域生活課題を抱える者を包括的に支援していくための、福祉、保健、医療も含めた庁内の部局横断

的な連携体制の整備 

 
② 地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項 

ア 福祉サービスを必要とする地域住民に対する相談支援体制の整備 

 ・福祉サービスの利用に関する情報提供、相談体制の確保、支援関係機関間の連携 

イ 支援を必要とする者が必要なサービスを利用することができるための仕組みの確立 

 ・社会福祉従事者の専門性の向上、ケアマネジメント、ソーシャルワーク体制の整備 

ウ サービスの評価やサービス内容の開示等による利用者の適切なサービス選択の確保 

エ 利用者の権利擁護 

 
・成年後見制度、日常生活自立支援事業、苦情解決制度など適切なサービス利用を支援する仕組み等の

整備 

オ 避難行動要支援者の把握及び日常的な見守り・支援の推進方策 

 
③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

○ 複雑多様化した地域生活課題を解決するため、社会福祉を目的とする多様なサービスの振興・参

入促進及びこれらと公的サービスの連携による公私協働の実現 

 
・民間の新規事業の開発やコーディネート機能への支援 

・社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進 

 
④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

ア 地域住民、ボランティア団体、ＮＰＯ等の社会福祉活動への支援 

 
・活動に必要な情報の入手、必要な知識、技術の習得、活動拠点に関する支援 

・地域住民の自主的な活動と公共的サービスの連携 

イ 住民等による問題関心の共有化への動機付けと意識の向上、地域福祉推進への主体的参加の促進 

 

・地域の福祉の在り方について住民等の理解と関心を深めることによる主体的な生活者、地域の構成

員としての意識の向上 

・住民等の交流会、勉強会等の開催 
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ウ 地域福祉を推進する人材の養成 

 
・福祉活動専門員、社会福祉従事者等による地域組織化機能の発揮 

・民生委員・児童委員活動の充実に向けた環境整備 

 
⑤ 包括的な支援体制の整備に関する事項（社会福祉法第１０６条の３第１項各号に掲げる

事業を実施する場合） 

 

ア 「住民に身近な圏域」において、住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることがで

きる環境の整備（社会福祉法第１０６条の３第１項第１号関係）（④と一体的に策定して差し支

えない。） 

 

(ｱ)地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援 

(ｲ)地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備 

(ｳ)地域住民等に対する研修の実施 

イ 「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

（社会福祉法第１０６条の３第１項第２号関係） 

 

(ｱ)地域住民の相談を包括的に受け止める場の整備 

(ｲ)地域住民の相談を包括的に受け止める場の周知 

(ｳ)地域の関係者等との連携による地域生活課題の早期把握 

(ｴ)地域住民の相談を包括的に受け止める場のバックアップ体制の構築 

ウ 多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構築（社会福祉法第１０６条の３

第１項第３号関係） 

 

(ｱ)支援関係機関によるチーム支援 

(ｲ)協働の中核を担う機能 

(ｳ)支援に関する協議及び検討の場 

(ｴ)支援を必要とする者の早期把握 

(ｵ)地域住民等との連携 
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社援発第０８１０００１号 

平成１９年８月１０日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省社会・援護局長 

 

市町村地域福祉計画の策定について 

 

市町村地域福祉計画の策定については、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）及び「市町村地域福

祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」（平成１４年４月１日社援発第０４０１００４

号本職通知）により実施されているところである。 

先般、通知した「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」（平成１

９年８月１０日雇児総発第０８１０００３号、雇児育発第０８１０００１号、社援総発第０８１０００

１号、社援地発第０８１０００１号、障企発第０８１０００２号、老総発第０８１０００１号課長連名

通知）（以下「要援護者支援に係る実施通知」という。）において、地域における要援護者に係る情報

の把握・共有及び安否確認方法等を市町村地域福祉計画に盛り込むこととしたところであるが、今般、

その盛り込むべき具体的な事項を別添「要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事

項」（以下「要援護者支援方策」という。）のとおり定めたので通知する。 

日頃から要援護者の情報を適切に把握し、民生委員児童委員等の関係機関等との間で共有を図ること

が、要援護者が安心して地域での生活を送ることができることにつながるものであることから、全ての

市町村においては、この要援護者支援方策を踏まえた市町村地域福祉計画の策定が求められている。 

なお、こうした取り組みが災害時などの緊急事態の際の迅速かつ的確な要援護者支援にも資するもの

である。 

貴職におかれては、この趣旨を踏まえ、市町村地域福祉計画の見直しについて、管内市町村への周知

及び支援方ご配慮願うとともに、市町村地域福祉計画が未策定な市町村に対しては、早急に計画策定が

行われるよう支援願いたい。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に基づく技

術的助言に当たるものである。 

【資料４】 
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（別添） 

 

要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項 

 

１．要援護者の把握に関する事項 

要援護者の把握方法 

 市町村の福祉関係部局において、適切かつ漏れのない要援護者情報を日頃から把握しておくための方

法や、把握した情報の集約と適切な管理の方法ついて具体的に明記する。 

（要援護者情報の把握方法の例） 

・ 要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する。 

・ 障害者の情報に関しては、障害程度区分情報等により把握する。 

・ 妊産婦及び乳幼児の情報に関しては、母子健康手帳の発行状況や住民基本台帳担当部局と連携し住

民基本台帳を活用する等により把握する。 

・ ひとり暮らし高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、住民基本台帳担当部局と連携し住民基本

台帳を活用する等により把握する。 

・ 行政のみでは把握することが困難な情報（例えば、日中のひとり暮らし高齢者、病弱者を抱えてい

る高齢者世帯等の情報等）については、民生委員児童委員等に協力を依頼することにより把握する。 

・ その他、各地域において独自に設置されている福祉委員や町内会等近隣住民による日常的な見守り

活動等を通して把握されている高齢者夫婦世帯、ひとり暮らし高齢者、障害者、子育て家庭など安

否確認等が必要な者のリストやマップが整備されている例もあることから、これら近隣住民等活動

者等と連携して把握する。 

 

２．要援護者情報の共有に関する事項 

（１）関係機関間の情報共有方法 

 １の方法により把握された要援護者情報の共有については、「要援護者支援に係る実施通知」にお

いて、要援護者情報を民生委員児童委員等の関係機関と共有する方式として、以下が示されているの

で、これらを参考に、その共有方式を明記するとともに、当該方式に基づく具体的な関係機関間の情

報共有方法について明記する。 

(1)  要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名簿等への登録を希望した者

の情報を収集する方式（手上げ方式） 

(2)  福祉関係部局等が、要援護者に直接働きかけ、必要な情報を収集する方式（同意方式） 
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(3)  要援護者本人から同意を得ない場合であっても、地方公共団体の個人情報保護条例において、保

有個人情報の目的外利用・第三者提供を可能とする規定を整備することにより、個人情報を他の関

係機関との間で共有する方式（関係機関共有方式）。 

 

（２）情報の更新 

定期的に要援護者名簿の見直しを行うなど要援護者情報更新のための具体的方法を明記する。 

  

３．要援護者の支援に関する事項 

（１）日常的な見守り活動や助け合い活動の推進方策 

  自治会・町内会の福祉委員や民生委員児童委員による訪問活動、社会福祉協議会等によるいきいき

サロン活動や要援護者マップづくり等、要援護者に対する近隣住民等による日常的な見守り活動や助

け合い関係づくりを推進する方策について、具体的に明記する。  

（例） 

・ 区域内を小中学校区等の地区に分け、地区担当の活動推進職員を配置する。 

・ 近隣住民等の活動者が活動する拠点として活用できる場所（空家、空き保育園）等の確保や環境整

備を支援する。 

・ 地域包括支援センター等の専門機関と民生委員児童委員、近隣住民等活動者の連絡会議を開催し日

常的な協力関係をつくる。 

・ 住民や関係機関が先進地の取り組みから学ぶ研修会を開催する。 

 

（２）緊急対応に備えた役割分担と連絡体制づくり  

 要援護者の安否確認情報を集約する市町村の連絡担当者を明確にする等、民生委員児童委員、近隣住

民等活動者や事業者等が要援護者の異変を発見した場合や、災害時など緊急対応が発生した場合の安否

確認情報が各市町村の担当部局に円滑に報告されるための役割分担と連絡体制について具体的に明記す

る。 

 併せて、病気その他により民生委員児童委員、近隣住民等活動者が一時的に活動できない場合や連絡

が取れない場合に、代替者が安否確認を行う体制についても具体的に明記する。 
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社援地発０８１３第１号 

平成２２年８月１３日 

各都道府県民生主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長 

 

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定及び見直し等について 

 

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画については、社会福祉法（昭和２６年

法律第４５号）、「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」（平

成１４年４月１日社援発第０４０１００４号厚生労働省社会・援護局長通知）及び「市町村地

域福祉計画の策定について」（平成１９年８月１０日社援発第０８１０００１号厚生労働省

社会・援護局長通知）により策定及び実施（進捗管理、評価及び見直しを行うことを含む。以

下同じ。）が行われているところであるが、平成２２年３月末日現在の市町村地域福祉計画及

び都道府県地域福祉支援計画の策定状況等について調査した結果、約半数の市町村（特別区

を含む。以下同じ。）において策定を終えていないなど、策定状況は依然として低調であるこ

とが明らかになったところである。 

また、今般、全国各地でいわゆる高齢者の所在不明問題が発生し、地域社会のつながりの希

薄化が改めて明らかになり、少子高齢化社会における高齢者等の孤立が憂慮されるところで

ある。 

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画は、住民参加の地域福祉体制を構築し、

高齢者等の孤立の防止にも対応可能な、地域住民が安心できる生活を継続するための地域づ

くりに資するものと考えている。 

貴職におかれては、この趣旨を踏まえ、次のとおり、改めて市町村地域福祉計画の策定及び

実施について管内市町村への支援・働きかけの強化をお願いするとともに、都道府県地域福

祉支援計画の策定及び実施を適切に行っていただくようお願いする。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に

基づく技術的助言に当たるものである。 

 

１．市町村地域福祉計画の策定等について 

（１）市町村地域福祉計画を未策定の市町村について 

市町村地域福祉計画については、平成２２年３月３１日現在で、約５１％の市町村が

策定を終えていない状況にあることから、改めて市町村地域福祉計画の策定を終えてい

ない市町村に対する支援・働きかけの強化をお願いする。 

（２）市町村地域福祉計画を策定済みの市町村について 

既に市町村地域福祉計画を策定済みの市町村については、当該計画の内容について、

高齢者等の孤立の防止や所在不明問題を踏まえた対応に当たり有効な計画内容となって

いるか等について点検し、必要に応じて計画の見直しを行う等の対策を講じるよう支

援・働きかけをお願いする。 

（以 下 省 略） 
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社援発０３２７第１３号 

平成２６年３月２７日  

 

 

  都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

中 核 市 市 長   

 

厚生労働省社会・援護局長 

 

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について 

 

市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画については、社会福祉法（昭和

２６年法律第４５号）、「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定

について」（平成１４年４月１日社援発第０４０１００４号厚生労働省社会・援護局

長通知）、「市町村地域福祉計画の策定について」（平成１９年８月１０日社援発第

０８１０００１号厚生労働省社会・援護局長通知）及び「市町村地域福祉計画及び都

道府県地域福祉支援計画の策定及び見直し等について」（平成２２年８月１３日社援

地発０８１３第１号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知）により実施されてい

るところである。  

生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）は、社会経済の構造的な変化

等による生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護

に至る前の生活困窮者への支援（いわゆる「第２のセーフティネット」）を抜本的に

強化するものであり、平成２７年４月から施行することとされている。この新たな生

活困窮者自立支援制度は、地域福祉を拡充し、まちづくりを進めていく上でも重要な

施策であることから、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の中に位置

づけて計画的に取り組むことが効果的であり、今般、その盛り込むべき具体的な事項

について、別添のとおり「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び

都道府県地域福祉支援計画に盛り込む事項」（以下「生活困窮者自立支援方策」とい

う。）を定めたので通知する。  

貴職におかれては、本制度の趣旨を踏まえ、市町村地域福祉計画及び都道府県地域

福祉支援計画に生活困窮者自立支援方策を盛り込んでいただくようご配慮いただく

とともに、都道府県においては、市町村地域福祉計画の策定について管内市町村への

周知及び支援と、市町村地域福祉計画が未策定の市町村に対しては早急に計画策定が

行われるよう支援願いたい。  

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項

の規定に基づく技術的助言に当たるものである。  
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（別添） 

生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画 

及び都道府県地域福祉支援計画に盛り込む事項 

 

１．生活困窮者自立支援方策の位置づけと地域福祉施策との連携に関する事項 

地域福祉推進の理念や基本目標を含む地域福祉計画の適切な部分に生活困窮者

自立支援方策を位置づけるとともに、総合相談支援や権利擁護の推進等、既存の地

域福祉施策との連携に関する事項を明記する。 

 

２．生活困窮者の把握等に関する事項 

本制度における支援の対象となる生活困窮者を把握するために必要な情報の種

類とその把握方法等について具体的に明記する。 

 

（生活困窮者に関する情報と把握方法の例） 

○ 各自治体において生活困窮者を把握し、支援を適切に実施する前提として、例

えば、以下のような情報の把握が必要と考えられる。 

（例） 

・ 生活保護に関する情報（被保護者数、被保護世帯数 等） 

・ 生活困窮者に関する情報 

（生活保護受給相談者数、失業者数、租税・保険料等の滞納者数 等） 

・ その他、関連する情報（ニート・引きこもり数、高校中退者数 等） 

 

○ 加えて、事業実施後には、本制度における各種支援の実施状況及びその成果の

把握が必要である。 

 

○ これらの生活困窮者の把握に必要な情報を得るために、本制度の自立相談支援

機関と福祉事務所、ハローワークの３者は特に緊密な連携体制を構築することが

重要であり、また、福祉部局にとどまらない全庁的な連携体制を検討する必要が

ある。対象者の早期把握のため、租税・保険料や公共料金の担当と連携し、生活

困窮者が自立相談支援機関につながる紹介ルールの設定等についても検討する。 

 

○ その他、学校や教育委員会、地域若者サポートステーション、ひきこもり地域

支援センター等、多岐にわたる関係機関との連携により情報を把握する。一方で、

行政機関で把握が困難な情報については、社会福祉協議会や社会福祉法人、民生

委員・児童委員等の地域ネットワーク、あるいは、近隣住民等によるインフォー

マルな見守り活動等と連携して把握する。 

 

○ また、上記のような生活困窮者の実態を把握した上で、将来にわたって、本制

度の実施効果を見込むことで、より効果的な計画を策定することが望ましい。 
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３．生活困窮者の自立支援に関する事項 

相談支援体制の整備、生活困窮者自立支援法に基づく支援の実施、関係機関や

他制度による支援、民生委員や自治会、ボランティア等によるインフォーマルな

支援等とともに、生活困窮者支援を通じた地域づくりについて明記する。 

 

（１）生活困窮者の自立支援のための各種支援の実施 

① 生活困窮者自立支援法に基づく支援 

（必須事業） 

・ 自立相談支援事業 

・ 住居確保給付金 

（任意事業） 

・ 就労準備支援事業 

・ 一時生活支援事業 

・ 家計相談支援事業 

・ 学習支援事業、その他の自立支援事業 

（その他） 

・ 就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の認定 

 

② 関係機関・他制度、多様な主体による支援 

福祉事務所、ハローワークとの連携による支援（例えば、「生活保護受給者

等就労自立促進事業」等）、地域若者サポートステーション、生活福祉資金貸

付制度等、生活困窮者に包括的な支援を提供するための福祉や雇用に関するサ

ービス等を具体的に明記する。 

また、社会福祉協議会、民生委員・児童委員による訪問やサロン活動等、あ

るいは、自治会や町内会など近隣住民やボランティア等による日常的な見守り

や助け合いの活用等について明記する。 

 

（２）生活困窮者支援を通じた地域づくり 

生活困窮者を支援する過程において、必要な社会資源の活用、就労先の開拓や

さまざまな社会参加の場づくり等が必要になる。既存の社会資源の把握や活用に

とどまらない、新たな社会資源の創出や住民の理解の促進、必要な地域支援ネッ

トワークの構築等、地域の実情に応じ、特長を生かした地域づくりについて具体

的に明記する。 

 

４．その他の留意事項等 

（１）都道府県地域福祉支援計画に関する留意事項 

① 都道府県地域福祉支援計画において、「市町村の地域福祉の推進を支援する

ための基本的方針に関する事項」等を定めることとしているが、これは、市町

村だけでなく、都道府県自らが確保すべき必要な福祉サービスの目標量やその

達成のための具体的方策も含まれる。 
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② 本制度は福祉事務所設置自治体を実施主体としており、町村部の多くは都道

府県福祉事務所の所管区域となっていることから、都道府県地域福祉支援計画

では、市部の支援に関する事項とともに、都道府県福祉事務所設置圏域となる

町村部に対する生活困窮者自立支援方策について明記する。 

 

③ 具体的には、都道府県福祉事務所設置圏域における自立相談支援機関の運営、

相談支援機関設置等に係る広域的な調整、相談支援員をはじめとする人材の育

成・研修、就労支援先の開拓などの新たな社会資源の創出等について明記する。 

 

（２）福祉事務所未設置の町村に関する留意事項 

① 福祉事務所を設置していない町村においては都道府県が実施主体となる。し

かし、町村が、住民のなかに支援の対象とすべき生活困窮者が存在しうること

を理解しておく必要がある。町村は住民に最も身近な自治体としての役割を発

揮することが求められるため、生活困窮者自立支援方策について地域福祉計画

に必要な事項を盛り込む。 

 

② 具体的には、町村は住民に最も身近な自治体であり都道府県よりも住民に関

する情報を有していることから、生活困窮者の早期把握と自立相談支援機関へ

の適切な「つなぎ」の役割が期待されるため、生活困窮者を受け止める一次窓

口としての機能について明記する。また、町村における独自施策との連携によ

る支援や、就労訓練、就労の場の開拓や創出等、地域づくりに関する取組等を

明記する。 

 

（３）計画の策定及び改定に関する留意事項 

① 平成２７年４月の法施行に合わせて生活困窮者自立支援方策を盛り込んだ

計画が策定されることが望ましい。しかし、市町村地域福祉計画及び都道府県

地域福祉支援計画は、その計画期間について、策定指針＊で「概ね５年とし３

年で見直すことが適当」とされており、既に計画策定済みの自治体においては、

５年ごとの改定の時期、あるいは、３年目の計画見直しの時期に合わせて策定

することも差し支えないが、可能な限り早期に生活困窮者自立支援方策を盛り

込んだ計画が策定されるよう留意していただきたい。 

 

② 市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定または改定の時

期までの暫定的な対応として、生活困窮者自立支援に関する計画として単独計

画を策定することも考えられる。しかし、単独計画を策定する場合においても、

策定指針＊に示された事項を参考に策定されるよう留意していただきたい。 

 

＊策定指針…「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について 

（一人ひとりの地域住民への訴え）」平成１４年１月２８日社会保障審議会福祉部会 

 


